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（１）行政回収（市の収集）および集団回収（自治会等の団体による自主的回収）により収集（回
　収）された再生資源が、持ち去りの禁止対象となります。
　　※「行政回収」については、市または市から収集および運搬の委託を受けた者以外の者は、
　　再生資源を収集し、または運搬してはなりません。
　　※「集団回収」については、当該団体と収集・運搬の契約をし、かつ、市の登録を受けた業者
　　以外の者は、再生資源を収集し、または運搬してはなりません。

（２）紙類（段ボール・雑誌・広告紙・新聞・飲料用紙容器<紙パック>・その他紙類）・缶・ビンおよ
　びペットボトル が持ち去りの禁止対象となる再生資源です。

（３）市長は、条例に違反して再生資源を収集し、または運搬した者に対し、これらの行為を行
　わないよう「命令」することができます。

（４）禁止命令を受けた後も、なお持ち去り行為を繰り返した者に対し、20万円以下の「罰金」を
　科すことができます。
　　また、禁止命令に違反した行為が、会社等の業務として行われた場合は、その会社等にも
　併せて同じ罰金刑を科すことができます。
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持
ち
去
り
行
為
者
を
確
認
し
た

と
き
は
、環
境
処
理
セ
ン
タ
ー（
施

設
担
当
）ま
で
、次
の
情
報
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

①
持
ち
去
り
行
為
が
あ
っ
た
日
時
・

場
所（
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の

所
在
地
や
目
印
等
）

②
持
ち
去
っ
た
再
生
資
源
の
品
目

（
紙
類
・
缶
・
ビ
ン
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
）や
量

③
持
ち
去
り
車
両
等
の
ナ
ン
バ
ー
・

車
種
等
の
特
徴（
普
通
ト
ラ
ッ

ク
・
軽
ト
ラ
ッ
ク
・
自
転
車
・
荷
車

付
き
自
転
車
な
ど
）

④
持
ち
去
ら
れ
る
ま
で
の
状
況

※
市
民
の
皆
さ
ん
が
、持
ち
去
り
行

為
者
に
直
接
注
意
を
お
こ
な
っ

た
り
、車
両
等
を
制
止
す
る
な
ど

の
行
為
は
、ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
恐

れ
や
危
険
を
伴
う
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、お
や
め
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

　

市
で
は
、「
集
団
回
収
」に
よ
り
回

収
さ
れ
る
再
生
資
源
の
集
積
場
所

で
あ
る
旨
を
表
示
す
る「
再
生
資
源

集
積
場
所
表
示
票（
プ
レ
ー
ト
）」を

作
製
し
、集
積
場
所
に
こ
の
プ
レ
ー

ト
を
設
置
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、各

集
団
回
収
団
体
に
協
力
を
お
願
い

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、「
行
政
回
収
」の
集
積
場
所

へ
の
プ
レ
ー
ト
設
置
は
、市
が
行
い

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

条
例
施
行
後
も
、引
き
続
き「
再

生
資
源
集
積
場
所
表
示
票（
プ
レ
ー

ト
）」等
の
更
な
る
設
置
や
配
布
を

行
う
と
と
も
に
、職
員
等
に
よ
る
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、持
ち
去
り
行

為
者
を
確
認
し
た
場
合
は
、当
該
者

に
対
し
警
告

書
や
禁
止
命

令
書
の
交
付

等
を
実
施
す

る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
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�歩行中や自転車乗車中の喫煙は、周囲にいるたばこを吸わ
　ない人にとって、大変な迷惑となります。また、手に持っ
　て歩く時のたばこの火は、ちょうど小さな子どもの顔の近
　くの高さになりとても危険ですので、絶対にやめましょう。
　喫煙するときは、周囲への配慮をお願いします。
�������	
��������

�何気なく投げ捨てた、たばこの吸殻や空き缶などのごみは、
　勝手に消えることはありません。周辺のかたがたに迷惑と
　なりますので、ごみは必ず決められた場所へ捨てましょう。
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�「バーベキュー等」とは、火気を使って食品を調理する行為
　すべてを指します。コンロだけでなく、発熱する機器（ホッ
　トプレートなどの電熱調理器具・電磁調理器等）を使っての
　調理もおやめください。また、お弁当などを飲食された後の
　ごみは必ずお持ち帰りください。
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回
収
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

�
�
�
�
�

　

処
分
し
た
い
パ
ソ
コ
ン
の
製
造
・
販
売

　

メ
ー
カ
ー
に
回
収
を
申
し
込
み
ま
す
。

　

※
各
社
申
込
受
付
窓
口
は
、メ
ー
カ
ー

����
家
庭
で
不
用
に
な
っ
た
デ
ス
ク

ト
ッ
プ
本
体
・
デ
ィ
ス
プ
レ
ー（
ブ
ラ
ウ
ン

管
式
ま
た
は
液
晶
式
）・
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
パ

ソ
コ
ン
は
、収
集
・
持
ち
込
み
は
で
き
ま
せ

ん
。処
分
に
は
、製
造
・
販
売
メ
ー
カ
ー
に

����
家
電
製
品
の
う
ち
、エ
ア
コ
ン
・
テ

レ
ビ
・
冷
蔵
庫（
冷
凍
庫
）・
洗
濯
機（
衣
類

乾
燥
機
）に
つ
い
て
は
、リ
サ
イ
ク
ル
が
義

務
付
け
ら
れ
て
お
り
、粗
大
ご
み
と
し
て

市
で
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
リ
サ
イ
ク
ル
家
電
を
処
分
す
る

場
合
は
、販
売
店
に
引
き
取
り
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

　

引
き
取
り
に
は
、リ
サ
イ
ク
ル
料
金
＋

販
売
店
の
収
集
運
搬
料
金
が
か
か
り
ま
す

が
、販
売
店
に
よ
り
料
金
は
異
な
り
ま
す
。

（
取
り
外
し
・
持
ち
出
し
等
は
、別
料
金
で

す
）
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ま
た
、買
い
替
え
以
外
で
も
、家
電
の
引

き
取
り
を
し
て
く
れ
る
店（
下
表
）が
あ
り

ま
す
の
で
、リ
サ
イ
ク
ル
家
電
を
処
分
す

る
際
に
は
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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産
業
廃
棄
物
・
危
険
物
・
処
理
困
難

物
等
を
除
き
、市
内
で
発
生
し
た
一
般
家

庭
の
ご
み
と
、市
内
の
事
業
所
の
ご
み
に

限
り
、環
境
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
持
ち
込
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

●
環
境
処
理
セ
ン
タ
ー
内
で
ご
み
の
仮
置

き
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
ご
み
処
理
手
数
料
は
、現
金
で
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

●
粗
大
ご
み
の
品
目
や
数
量
に
よ
り
、収

集
の
ほ
う
が
安
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
枝
や
木
切
れ
は
、長
さ
五
十
㎝
、直
径
十

㎝
以
内
に
切
っ
て
か
ら
持
ち
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

●
搬
入
ご
み
の
投
棄
は
、持
ち
込
ま
れ
た

か
た
自
身
で
確
認
し
な
が
ら
、投
棄
し

て
く
だ
さ
い
。

�
休
日
や
受
け
付
け
時
間
外
に
来
て
、
ご

�
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�
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�������	�
　「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）により、上記の家電製品は小売業
　者による引き取り、または製造業者などによる再商品化が義務付けられています。
�����
　販売店に引き取り義務があるのは、過去に販売した製品と買い替え時の下取りをす
　る場合ですが、兵庫県においては、兵庫県電機商業組合加盟小売店が、それ以外の
　製品の引き取りをする「兵庫方式」が制度化しています。
������
　本市では、「兵庫方式」で処理をしていますので、市では処理ができません。また、廃棄
　と購入を別々にしますと料金が高くなる場合があります。
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10.00 3.19��
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5049（55）47（51）	
�

6055（60）53（57）	�
��

5047（58）45（54）	
��

4544（47）42（44）
����

）内は、周辺の道路騒音等（外乱）を含む数値
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0.1000.0180.0250.0210.024������������

0.0400.0010.0030.0010.002������������

0.040～0.0600.0400.0150.0390.016������������

―0.0440.0040.0440.004������������

―0.0010.0010.0010.001���� � � �

����������
��������������������

――��������������������������������

0.080.02<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001���������

15020<1<1<1<1<1<1��������

250603118<5143426��������

430257105555�������
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30.20（※）0.000040� � � � � � �
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の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
公
開
さ
れ

　
　

て
い
ま
す
。

※
回
収
す
る
メ
ー
カ
ー
が
な
い
パ
ソ
コ
ン

（
自
作
の
パ
ソ
コ
ン
・
倒
産
や
事
業
撤
退

し
た
メ
ー
カ
ー
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
）は
、

「
パ
ソ
コ
ン
３
Ｒ
推
進
協
会
」が
有
償
で

回
収
・
再
資
源
化
し
ま
す
。

�������	
�

�������	��
�	���������������	
������������������
��������	
���

��������	
���

��������	����　

�����������

�������	����
���

�������	
���	����

�������	
�����

　市では循環型社会の形成のための施策を推進す
るため、平成17年に策定した基本計画を見直し、
「芦屋市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。
　本計画は、長期的・総合的視野に立った、計画的
なごみ処理の推進を図るための基本方針であり、
国・県等の上位計画との整合性を図りつつ、ごみの
排出抑制と発生から最終処分に至るまで、適正な処
理を進めるための基本的事項を定めたものです。
※市ホームページでご覧いただけます。

�������	
�

　事業系のごみは、ごみステーションに出
すことができません。
　事業者の責任において処理をすることと
規定されています。
　直接、環境処理センターに持ち込むか、
市の一般廃棄物処理許可業者に依頼してく
ださい。持ち込めるごみには一定の制限が
ありますので、確認をしてから持ち込んで
ください。
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い
く
だ
さ
い
。

●
持
ち
込
み
時
の
粗
大
ご
み
は「
、粗
大
ご

み
処
理
券
」の
使
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

�
休
日
や
受
け
付
け
時
間
外
に
来
て
、
ご

み
を
門
の
外
側
ま
た
は
敷
地
内
に
置
い

て
帰
ら
れ
る
か
た
が
い
ま
す
が
、
不
法

投
棄
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
持
ち

帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

��������	
�

�����
　①月～金曜日〈祝日含む〉午前９時～11時30
　　分・午後１時～４時30分
　②土曜日〈祝日含む〉午前９時～午後０時30分
�����
　１日１回・１世帯１車両10㎏ まで無料/10㎏ 
　～100㎏ まで900円/100㎏ を超える場合100㎏ 
　ごとに900円を加算
�����
　所定の用紙に、ごみ排出者の住所・氏名を記入
　し、押印の上、手数料を支払ってください。
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燃
や
す
ご
み
と
し
て
出
さ
れ
た
中
身
に

は
、紙
・
布
類
が
約
半
分
も
占
め
て
い
ま
す
。

燃
や
す
ご
み
の
日
に
出
さ
れ
ま
す
と
、焼

却
処
理
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、紙
類

は「
雑
誌
・
チ
ラ
シ
・
そ
の
他
紙
類
」の
日
に

出
し
て
、リ
サ
イ
ク
ル
し
ま
し
ょ
う
。

●�
�
�
�
　

透
明
な
袋
に
入
れ
て
出
す
。

●�
���
�
���
	


�
�

�

厚
紙
に
入
れ
て
、「
キ
ケ
ン
」と
表
示
し

て
出
す
。
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※
内
側
が
白
色
の
紙
パ
ッ
ク
の
み
、出
し

て
く
だ
さ
い
。ア
ル
ミ
箔
の
貼
っ
て
あ
る

も
の
は
、「
燃
や
す
ご
み
の
日
」に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
白
色
紙
パ
ッ
ク
と
ア
ル
ミ
箔
の
紙
パ
ッ

ク
と
一
緒
に
出
さ
れ
ま
す
と
、
紙
パ
ッ
ク

と
し
て
の
リ
サ
イ
ク
ル
が
で
き
ま
せ
ん
。
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中
身
を
出
し
、
水
洗
い
を
し
て
か
ら
出

し
て
く
だ
さ
い
。
キ
ャ
ッ
プ
や
ラ
ベ
ル
は
、

は
ず
し
て
く
だ
さ
い
。
リ
サ
イ
ク
ル
率
向

上
の
た
め
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。
中
身
が
入
っ
て
い
る
も
の
・
汚

れ
の
ひ
ど
い
も
の
な
ど
は
、
リ
サ
イ
ク
ル

で
き
ま
せ
ん
。　
　

����
皆
さ
ん
か
ら
の
質
問
が
多
い
も
の

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
お
答
え
し
ま
す
。
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水
を
よ
く
切
る
。

●�
�
�
�
�
�
�
　

大
き
な
も
の
は
、

細
か
く
す
る
。　
　
　

●�
�
�
�
　

紙
や
布
に
し
み
込
ま
せ
る
。

●�
�
�
　

長
さ
五
十
㎝
以
内
、直
径
十

㎝
以
内
に
切
る
。

●�
�
　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
で
、再

利
用
・
再
資
源
化
を
図
る
。

●�
�
�
�
 
汚
物
を
ト
イ
レ
に
流
し
て

か
ら
出
す
。

●�
�
�
　

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
・
保
冷
剤
・
使

い
捨
て
カ
イ
ロ
・
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
も「
燃

や
す
ご
み
」で
す
。
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三
十
㎝
以
内
に
折
っ
て
出
す
。※
そ
の

ま
ま
で
は
、「
粗
大
ご
み
」で
す
。
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必
ず
中
身（
ガ
ス
）を
抜
き
、穴
を
二
〜
三

カ
所
あ
け
て
出
す
。（
風
通
し
の
よ
い
場

所
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。） 
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チ
ラ
シ
・
カ
タ
ロ
グ
・
冊
子
・
新

聞
紙
・
草
木
類
・
衣
類
・
不
燃
物
な
ど
は
、

多
量
に
投
入
す
る
と
輸
送
管
の
中
で
膨
ら

み
、
詰
ま
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

●
チ
ラ
シ
・
カ
タ
ロ
グ
・
冊
子
・
新
聞
紙
の

紙
類
は
↓�
�
�
�
�
�
�

●
衣
類
は
↓�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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●
草
木
類
は
↓�
�
�
�
�
�
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有
料
》

少
量
の
場
合
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布
類
に
つ
い
て
も
、フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
や
集
団
回
収
な
ど
で
、再
資
源
化
を
図

り
ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
の
小
さ
な
努
力
の
積
み
重
ね
が

燃
や
す
ご
み
の
減
量
化
に
つ
な
が
り
、環

境
保
護
に
役
立
ち
ま
す
。　
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※ごみステーションに出された紙類・缶等は貴重な資源です。持ち去らないでください。
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�
『
ご
み
出
し
ル
ー
ル
』に
違
反
し
て
出
さ
れ
た
、大
型
ご
み
・
建
築
廃
材
・
単
車
・

タ
イ
ヤ
・
廃
家
電
製
品
等
は「
不
法
投
棄
」と
な
り
、警
察
の
取
り
締
り
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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�
近
年
、地
域
外
の「
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」に
ご
み
を
出
さ
れ
る
か
た
が
い
ま
す
。

「
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」は
、地
域
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
、清
掃
等
維
持
管
理
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、お
住
ま
い
の
地
域
で
定
め
ら
れ
た「
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

の
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
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　「芦屋市緑ゆたかな美しいまちづくり条例」で、愛がん動物の
適正な飼育および管理について定めています。ペットのふん
尿・鳴き声などで、周囲に迷惑をかけていないか点検し、マナー
を守った飼い方を心がけるようにしてください。
　また、猫については家の中で飼うようにし、外に出すことに
よるストレス、たとえば猫同士のけんかや伝染病の感染、交通
事故に遭うことのないように守ってあげましょう。

�������	
�������
　平成22年度の環境省の統計では、全国の自治体に収容され殺
処分となった犬・猫は約21万頭（犬・５万３千頭／猫・16万頭）に
なっています。
�������	
��
��������
■安易に飼わない（衝動買いしない）　■終生飼えるか家族で
十分検討する　■不妊手術を施し、繁殖させない　■首輪には
電話番号を書いた迷子札・鑑札などをつける　■迷子になった
らすぐに探し、関係機関や動物病院へ連絡する　■飼えなく
なっても絶対に捨てない（捨てるのは犯罪行為です）　■猫は
完全室内飼いにする　■犬の行動心理としつけについての知
識を持つ

�������	
���������
■芦屋警察署（会計課）　�23-0110
■兵庫県動物愛護センター　�06-6432-4599
■隣接市の警察署と動物管理センター
■市環境課　�38‐2050（鑑札番号の照合等）

���������	
��������������
　不妊手術を受けさせないまま、野良猫に餌を与え続けている
と、ネズミ算的に繁殖し、やがては近隣住民とのトラブルに発
展します。芦屋動物愛護協会では、不妊手術を目的とした猫の
捕獲と病院搬送のサポートもしていますので、ご相談ください。
　手術を終えた猫には、耳にＶ字カットの印を入れており、一
代限りの命で繁殖はできません。そんな猫の存在を同じまちに
住むものとして受け入れ、平和的共存ができる社会を作ってい
きたいと願っています。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　故人の愛用品や思い出の品などの副葬品を、棺の中に
納められると、火葬の際にご遺骨を傷つけたり、ご遺骨
に付着することがあります。
　有害なダイオキシン類の発生や、火葬炉の故障の原因
ともなりますので、次のような副葬品は棺の中にお納め
にならないように、ご協力をお願いします。

�������	
����	�
 　釣竿・ゴルフ用品・テニスラケット・化繊の洋服・おも
ちゃ・人形・マージャンパイなど
�������	
������
　ビン類・缶類・眼鏡・腕時計・硬貨・貴金属・茶碗など
��������
　布団・毛布・書籍類・ドライアイス・果物など
����
　スプレー缶・ガスライター・電池など
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⑮
電
気
ポ
ッ
ト
の
保
温
を
や
め
る

⑯
炊
飯
ジ
ャ
ー
の
保
温
を
や
め
る

⑰
冷
蔵
庫
は
、壁
か
ら
適
切
な
距
離
に
置
き
、

周
り
や
上
に
も
の
を
置
か
な
い

⑱
冷
蔵
庫
の
温
度
設
定
を「
強
」か
ら「
中
」に

す
る

⑲
冷
蔵
庫
の
中
を
整
理
し
、開
け
る
時
間
を

短
く
す
る

�
�
�
�
�

⑳
衣
類
乾
燥
機
や
洗
濯
機
の
乾
燥
機
能
を
使

わ
な
い

�
�
�
�
�

　

電
気
機
器
は
使
い
終
わ
っ
た
ら
プ
ラ
グ
を

21
抜
く
か
電
源
タ
ッ
プ
を
切
り
、待
機
電
力

を
減
ら
す

�
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�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

⑦
冷
房
時
は
、家
族
が
一
緒
の
部
屋
で
過

ご
す

⑧
エ
ア
コ
ン
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
月
二
回
程
度

は
掃
除
す
る

⑨
就
寝
前
一
時
間
は
冷
房
を
消
す
な
ど
、冷

房
を
使
う
時
間
を
で
き
る
だ
け
短
く
す
る

⑩
冷
房
時
に
部
屋
の
ド
ア
や
ふ
す
ま
を
閉
め
、

冷
房
範
囲
を
小
さ
く
す
る

⑪
白
熱
電
球
を
電
球
型
蛍
光
灯
や
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電

球
に
交
換
す
る

⑫
照
明
を
使
う
時
間
を
可
能
な
か
ぎ
り
短
く

す
る

⑬
テ
レ
ビ
を
見
る
時
間
を
少
な
く
す
る（
つ

け
っ
ぱ
な
し
に
せ
ず
、見
る
番
組
を
絞
る

な
ど
）

⑭
テ
レ
ビ
の
画
面
を
明
る
す
ぎ
な
い
よ
う
に

調
整
す
る

�
夏
期
に
お
け
る
対
策
を
中

心
に
、高
い
投
資
を
せ
ず
に

継
続
的
に
取
り
組
め
る
項
目

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

朝
と
晩
の
家
庭
で
の
電
力

使
用
ピ
ー
ク
を
抑
え
ら
れ
る

よ
う
、出
来
る
と
こ
ろ
か
ら

取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�

①
窓
に
空
気
層
の
あ
る
断
熱

シ
ー
ト
を
貼
る（
も
し
く

は
内
窓
を
設
置
す
る
）

②
部
屋
の
外
に
よ
し
ず
・
す

だ
れ
を
設
置
す
る

③
お
風
呂
の
残
り
湯
で
朝
夕

に
打
ち
水
を
す
る

�
�
�
�
�
�
�

④
扇
風
機
・
う
ち
わ
な
ど
を

活
用
す
る

⑤
冷
房
の
温
度
設
定
を　

℃
28

に
す
る

⑥
冷
房
時
に
カ
ー
テ
ン
や
ブ

ラ
イ
ン
ド
を
閉
め
る

� � � � � � � 	� � � � � � � 	 ��

� ��� �� ��� � ��

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
																					






















���������������������
���������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�

　家庭の中で特に電気消費量が多いのは、エアコン（家庭全体の電気
使用量の25.2％）、冷蔵庫（16.1％）、照明（16.1％）、テレビ（9.9％）の４
つで、電気使用量の３分の２を占めています。
　この電気消費量の多い家電を上手に使えば、節電の効果も大きく
なります。また、日中のピーク時（午後１時～４時）を避けて電化製品
を利用することも、電力供給の安定を保つために重要な方法です。
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　環境省ホームページでは、家庭やオフィスにおいての具体的な対策など、
節電に役立つ情報を詳しくまとめた「みんなで節電アクション！」特設サ
イトを立ちあげ、節電を広く呼びかけています。
　家庭で、オフィスで、みんなが少しずつ節電の努力をすることが、安定
した電力供給につながります。さらには、ひとりひとりの節電がＣＯ２削
減に、ひいては地球温暖化防止に貢献します。みんなで節電に取り組んで
いきましょう！
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　　水滴がついたまま火にかけると、残った水滴を蒸発させるために余分なエネルギーがか
　かってしまいます。
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　　炎は鍋底からはみ出さない程度が最も効率的。強火ではみ出した部分の熱は鍋に伝わら
　ず、弱火すぎても時間がかかり、放熱する量が多くなってしまいます。
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　　ふたをすると鍋に伝わる炎の熱を有効に利用することができます。
　　鍋にふたをすれば時間もエネルギーも節約できます。
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　　野菜の次に肉や魚を切ったり、上手に鍋や調理道具を使い回すことが
　大切です。また、野菜を煮るなどの下ごしらえは一度にまとめて行い
　ましょう。少量の場合は、電子レンジで行うのも便利です。
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